
 

平成 30 年度 ＯＩＨ（大阪イノベーションハブ）シードアクセラレーションプログラム 

募集要領 

 

平成 30 年 4 月 16 日 

大阪市経済戦略局 

運営受託者 

有限責任監査法人トーマツ 

デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 

 

１ シードアクセラレーションプログラムの目的 

  大阪市では、世界に通用するイノベーションを関西から生み出すため、うめきたグランフロ

ント大阪に「大阪イノベーションハブ」（OIH）を設置し、グローバル展開をめざすベンチャー

企業等と、投資家や大企業等とが出会う場を提供しています。 

本シードアクセラレーションプログラム（以下「本プログラム」という。）は、シード期～

スタートアップ期の事業者(以下「ベンチャー」という。)に対し、適切なメンタリングをはじ

め、シードアクセラレーターや大企業等との連携をコーディネートすることで、事業化を加速

していただく取り組みです。 

  

２ 応募資格 

(1) 創業前～創業５年程度で、売上高が概ね 50,000 千円以内のベンチャー 

(2) 創業年数によらずサービスリリース前～サービスリリース後 5 年程度で、対象サービス

の売上高が概ね 50,000 千円以内のベンチャー 

(3) 本プログラム実施期間(平成 30年 6 月 12 日から平成 30 年 10 月 5日)に、他機関の実施

するアクセラレーションプログラムへ参加予定のないベンチャー企業 

※ 大阪市外の方もご応募頂けます。分野の制約もありません。 

 

３ 応募期間 

平成 30 年 4 月 16 日から 平成 30 年 5 月 8 日 13 時まで 第一次募集締め切り 

 平成 30 年 5 月 15 日 17 時まで 最終募集締め切り 

※ 第一次募集締め切りまでに応募された方は、運営受託者との面談が可能です(希望者の

み)。面談にて書類審査に向けた提出資料のご相談(1 社 20 分)を承ります。必要に応じて最終募

集締切(5月 15 日)まで資料の再提出が可能です。 

 

４ 応募方法 

別紙応募用紙にしたがって、応募理由等を記入し、期間内に下記メールアドレスへ提出して

ください。 

提出先メールアドレス：osaka.acceleration@tohmatsu.co.jp 

mailto:osaka.acceleration@tohmatsu.co.jp


 

 

５ 審査スケジュール 

平成 30 年 5 月 8 日 13 時 第一次募集締め切り 

平成 30 年 5 月 9 日 10 時～17時 応募者面談(希望者のみ・1社 20 分) 

平成 30 年 5 月 15 日 17 時 最終募集締め切り 

平成 30 年 5 月 18 日 書類審査結果通知 

平成 30 年 5 月 25 日 11 時～17 時 面談審査(1 社 10 分) 

平成 30 年 5 月下旬 面談審査結果通知 

 

 

６ 審査基準 

審査項目 視点 

理念 

（事業背景） 

 事業を実施している背景は何か。どういった課題を解決するのか。 

 その先にどのような世界観を描いているのか。 

経営チーム 

 理念を推進できるチームか。 

 自社事業領域における専門知識、実務経験、実績、学術基盤などはある

か。 

 新規性・ 

独創性 

 本プログラムの中で、アクセラレーションを受けたい事業に新規性・独

自性は備わっているか。 

 またはそれは他社との差別化がはかれているものか。 

収益性・ 

市場成長性 

 事業として継続的に収益を得られる仕組み（将来的なものを含む）を作

れているか。 

 取り組んでいる領域の市場が一定の規模があり、成長性が見込めるか。 

 また、自社がその市場に参入し、一定のシェアを獲得することが可能

か。 

実現可能性 
 本プログラムを通じて、投資資金の獲得又は大企業との連携は実現可能

か。(登録されているメンターとのマッチングに限らない) 

 

７ プログラムスケジュール（主要なコンテンツのみ記載） 

平成 30 年 4 月 18 日 17 時～20 時 プログラム説明会 

平成 30 年 6 月 12 日 12 時～20時 プログラムキックオフ会 

(記者会見・オリエンテーション・懇親会) 

平成 30年 7月 5 日 10 時～18時 ベンチャーキャピタル 20社による 

メンタリング会① 

１日目終了後、懇親会あり。 

 6 日 10 時～18時 

平成 30 年 7 月 14 日 13 時 

～7 月 15 日 13 時 

合宿(採択企業同士による) 

・CxO（CEO,COO,CTO）同士の相談会 



 

・採択企業同士のメンタリング 

平成 30 年 7 月 24 日 10 時～17時 大企業メンターによる自社のアセットや課題に

ついてのプレゼンテーション会 

平成 30年 8月 2 日 10 時～18時 ベンチャーキャピタル 20社による 

メンタリング会② 

１日目終了後、懇親会あり。 

 3 日 10 時～18時 

平成 30 年 10 月中旬 デモデイ開催 

※上記のプログラムスケジュールを予定しておりますので、ご予定いただきますようお願い

いたします。 

 

８ プログラム概要 

(1) 本プログラムは以下の施設で実施されます。 

(ｱ) 名称 

     大阪イノベーションハブ 

 (ｲ) 所在地 

    大阪市北区大深町３番１号グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーＣ７階 

※プログラム受講者は、所定の手続きを経て、大阪イノベーションハブ内の活動スペ

ースが利用できます。 

 

(2) 本プログラム受講者は、以下のプログラム内容を積極的に受講してください。また、以

下の(ｱ)及び(ｴ)の項目についての受講及び参加は必須となりますので、応募にあたってご

注意ください。 

(ｱ) 運営受託者によるアクセラレーション（※）を週１回個別に実施（必須） 

(ｲ) 本プログラムのメンター陣による個別面談 

(ｳ) 運営受託者、メンター及び他の外部支援者による研修・ワークショップ 

(ｴ) プログラム終盤（平成 30 年 10 月中旬）に、プログラム受講者がベンチャーキャピタ

リストや大企業の前でビジネスモデルやサービス内容を説明し、投資や事業提携の実施

等を訴求するデモデイに参加すること（必須） 

   ※(ｱ)のアクセラレーションの主な内容は、事業・ＫＰＩのディスカッションや進捗

の共有、連携先大企業・シードアクセラレーター等とのコーディネート支援となります。 

９ 留意事項 

(1) 以下の場合には、審査対象外とさせていただきますので予めご了承ください。  

(ｱ) 応募者が、法令等もしくは公序良俗に違反し、又はそのおそれのある場合 

(ｲ) 応募内容に不備がある場合、または応募者が、応募に際して虚偽の情報を記載し、そ 

  の他大阪市及び運営受託者に対して虚偽の申告を行った場合 

 

(2) 応募にあたってご提供いただく個人情報を含む応募情報は、大阪市及び本プログラム運



 

営受託者並びに大阪イノベーションハブの運営受託者において、本プログラム並びに大阪

イノベーションハブの事業の実施にあたって必要な範囲にて共有、利用されます。また、

個人情報を事前の承認なく大阪市及び運営受託者以外の第三者に提供することはありませ

ん。審査経過・審査結果等に関する問い合わせには応じられません。 

 

(3) プログラムの受講に不適切であると大阪市及び運営受託者が判断した場合には、プログ

ラムの受講を途中で辞退していただく場合がありますのでご留意ください。 

 

(4) プログラム受講者の審査及び選定は運営受託者が行い、大阪市が承認します。 

 

(5) プログラム受講者の審査、選定及び承認に関して、大阪市及び運営受託者がプログラム

受講者の事業計画等について、一切の保証を行うものではありません。 

 

(6) 本プログラムに採択された場合、本プログラム実施期間中は、他の機関等が実施するア

クセラレーションプログラムへの参加はご遠慮ください。 

 

１０ 問い合わせ先（運営受託者） 

本公募に関するお問合せは、下記までお願いします。 

〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-1-1 淀屋橋三井ビルディング 

有限責任監査法人トーマツ  

担当 權
こん

 基
き

哲
ちょる

、首藤 高志 

TEL 06-4560-6044 

メール osaka.acceleration@tohmatsu.co.jp 
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